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す
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す
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…
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す
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…
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す
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…
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○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
及
び
青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

建
築
住
宅
課)

…

�

訓

令

○
青
森
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

…

�

教
育
委
員
会

○
青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

職
員
福
利
課)

…

�

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

経
営
管
理
課)

…

�

規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
九
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
十
一
号
ニ
中

｢

ハ｣

を

｢

ニ｣

に
改
め
、
同
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
中

｢

及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者｣

を

｢

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
第

一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
等｣

に
改
め
、
同
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
中

｢

第
二
十
二
条
第

二
項｣

を

｢

第
二
十
二
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ロ

第
二
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
証
明
書
の
交
付
を
受
け
な
い
旨
等
の
報
告
の

受
理
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
員
倫
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
号

青
森
県
職
員
倫
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
員
倫
理
規
則

(
平
成
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

証
券
取
引
法｣

を

｢

金
融
商
品
取
引
法｣

に
、

｢

証
券
取
引
所｣

を

｢

金
融

商
品
取
引
所｣

に
、｢

第
七
十
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
一
号

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和

四
十
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
の

(

そ
の
一)

の

[

注
意
事
項]

の
４
、
同
様
式
の

(

そ
の
二)

の

[

注
意
事
項]

の
５
、
同
様
式
の

(

そ
の
四)

の

[

注
意
事
項]

の
５
、
同
様
式
の

(

そ
の
六)
の

[

注
意
事
項]

の
４
、
同
様
式
の

(

そ
の
七)

の

[

注
意
事
項]

の
６
、
同
様
式
の

(

そ
の
九)
の

[
注
意
事
項]

の
５
、
同
様
式
の

(

そ
の
十)

の

[

注
意
事
項]

の
２
及
び
同
様
式
の

(

そ
の
十
一)
の

[
注
意
事

項]

の
２
並
び
に
第
五
号
様
式
の

[

注
意
事
項]

の
５
中

｢な
お
､
郵
便
振
替
を
希
望
す
る
場
合
に

は
､
そ
の
旨
を
届
け
出
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

第
六
号
様
式
の
別
記
の[

注
意
事
項]

の
５
中｢又

は
郵
便
貯
金
の
利
子
所
得
の
非
課
税
取
扱
い
｣

及
び

｢又
は
郵
便
局
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
二
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
八
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中

｢､
青
森
県
収
納
代
理
金
融
機
関
又
は
郵
便
局
｣

を

｢又
は
青
森
県
収
納
代
理
金

融
機
関
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
三
号

青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
五
年
七
月
青
森
県
規
則
第
六
十
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中

｢､
青
森
県
収
納
代
理
金
融
機
関
又
は
郵
便
局
｣

を

｢又
は
青
森
県
収
納
代
理
金

融
機
関
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
四
号
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青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
七
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
�
中

｢

証
券
会
社｣

を

｢

金
融
商
品
取
引
業
者｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
五
号

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十

一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
中

｢､
郵
便
局
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
租
税
特
別

措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
六
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
租
税

特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
租
税
特
別

措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
九
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十

号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
と
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
倫
理
規
程

(

平
成
十
三
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

証
券
取
引
法｣

を

｢

金
融
商
品
取
引
法｣

に
、

｢

証
券
取
引
所｣

を

｢

金
融

商
品
取
引
所｣

に
、

｢

第
七
十
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
十
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関
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青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程

(

平
成
十
三
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

証
券
取
引
法｣

を

｢

金
融
商
品
取
引
法｣

に
、

｢

証
券
取
引
所｣

を

｢

金
融

商
品
取
引
所｣

に
、

｢

第
七
十
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
七
号

青
森
県
病
院
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
倫
理
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

証
券
取
引
法｣

を

｢

金
融
商
品
取
引
法｣

に
、

｢

証
券
取
引
所｣

を

｢

金
融

商
品
取
引
所｣

に
、

｢

第
七
十
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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